
学校法人森学園設立 10周年記念事業 

高砂松下村塾 設立趣旨書 

学校法人森学園 

理事長 森和明 

 

＜趣旨＞ 

学校法人森学園は 2015年に設立され、まもなく 10周年を迎かえます。 

学校法人設立 10周年記念事業として、兵庫県高砂市に高砂松下村塾（ICT専門学校、及び

相生学院高等学校・高砂学習センター）の設立を計画しています。 

高砂市高砂町は、江戸時代においては北前船の寄港地として大変賑わい、日本歴史文化 

遺産にも選ばれた落ち着いた街です。 

私たちはこの歴史ある街に、新しい息吹を注ぎ込んでいきたいと考えています。 

ICT専門学校は ICT技術者を養成し社会に貢献してきました。 

更に ICT技術者養成の場を創設し「最先端の ICT教育」を行いたいと考えます。 

最先端の AIロボット技術、IoTの技術を持った若人を養成し、地域社会のレベルアッ 

 プに繋げたいと存じます。 

相生学院高等学校との連携により、志のある学生は勿論、通学困難な学生に対しても応 

援していきます。 

また地域社会の皆様に著名な講師を招き有益な情報提供を行います。 

その他、技術教育だけでなく、学校職員、学生による地域でのボランティア活動などを 

通じて、地域社会に新しい風を吹き込んでいければと考えています。 

何卒、趣旨をご理解頂き、ご指導ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

顧問 井戸 敏三（元兵庫県知事） 

発起人代表 森 和明（相生学院高等学校 理事長） 

発起人副代表  南 茂夫（大阪大学 名誉教授） 

発起人  伊東 宏（神戸大学 名誉教授） 

発起人  西田 光衛（十輪寺 名誉住職） 

発起人  松本 克英（高砂市連合町内会長） 

発起人  栗原 直樹（株式会社籠谷 代表取締役会長） 

発起人  小西 一彦（兵庫県立大学 名誉教授） 



＜地域社会への貢献＞ 

■ 地域社会のイベント支援 

学校職員、学生、生徒が、高砂神社秋祭り、たかさご万灯祭、高砂ルネッサンス協会と 

連携し地域社会への活動に積極的に参加致します。 

■ 講演会 有識者よる講演会開催 

地域の皆様へ、ICT 技術だけでなく、あらゆる分野の有識者を定期的にお招きし、講演 

会を行います。 

 

＜高砂松下村塾 概要＞ 

学校法人森学園 ICT専門学校・高砂校 (設置計画中) 

 

相生学院高等学校・高砂学習センター (設置計画中) 

 

＜スタッフ＞ 

＜組織図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学科名 課程名 修業年数 入学定員 総定員 

AI・ロボットシステム科 工業専門課程 2 年 40 名 80 名 

ロボット講座 オープン講座 6 ヶ月 30 名 30 名 

コース名 種別 修業年数 総定員 

IT システムコース 全日登校特進科 3 年 30 名 

通信普通科 通信科 3 年 40 名 

役職 名前 主な経歴 

学校法人森学園 

理事長 

森 和明 相生学院高等学校 理事長 

富士コンピュータ株式会社 代表取締役社長 

学校法人兵庫医療学園 理事長 

松下村塾 塾長 

ICT専門学校 校長 

南 茂夫 大阪大学 名誉教授 

元大阪電気通信大学 学長 米国光学会フェロー 

相生学院高等学校 

高砂学習センター 校長 

松本 克英 元高砂市竜山中学校 校長 

高砂市連合自治会 会長 

理事長

森　和明

塾長

南　茂夫

学長 校長

南　茂夫（兼） 松本　克英

井戸　敏三
（元・兵庫県知事）

顧問

教職員 教職員

相生学院高等学校 高砂学習センターICT専門学校 高砂校



＜校舎設置イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地面積 946.31㎡    建物面積 397.48㎡ 

 

＜松下村塾 設置場所＞ 

〒676-0033 高砂市高砂町材木町 1210番 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 5年 6月吉日 

「高砂松下村塾」に対する寄附金のお願い 

 

学校法人森学園 ICT専門学校 

理事長 森和明 

1.寄附金の目的 

学校法人森学園設立 10 周年記念事業（高砂松下村塾、ICT専門学校・高砂校設置）、 

及び ICT専門学校の教育活動のため寄附金を募ります。 

多くのみなさまのご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

2.寄附金の使途 

 1）高砂松下村塾、ICT 専門学校・高砂校設置 

2) その他、教育環境の充実と、教育内容の質的向上と教育設備の拡充 

 

3.募集期間 

令和 4年 5月～令和 6 年 3月 

 

4.募集対象 

趣旨にご賛同下さる方々等 

 

5.手続きについて 

別紙の寄附申込書に必要事項をご記入いただいてご捺印のうえ、下記宛にご郵送下さ 

いますようお願い申し上げます。 

ご送金につきましては、下記の口座宛にお振込み下さいますよう、お願い申し上げま 

す。尚、振込手数料は当校の負担とさせて頂きます。 

＜＜お問い合わせ先＞＞ 

学校法人森学園 ICT専門学校 

事務局 担当：岡 

〒673-0015 兵庫県明石市花園町 1-1 

TEL          078-926-1600 

FAX          078-926-1144 

URL  http://www.ict.ac.jp 

MAIL       info@ict.ac.jp 

 

 

 

 

＜振込口座＞ 

銀  行  名  ：  三井住友銀行 

支店名（店番号） ：  加古川支店（４３１） 

振込口座番号   ：  （普）５８３８８２８ 

振込先名義    ：  学校法人森学園 



令和  年  月  日 

学校法人森学園 ICT専門学校 

理事長 森 和明 

寄 附 申 込 書 

 

学校法人森学園ICT専門学校の運営趣旨に賛同し、下記の金額を寄附いたします。 

寄

附

申

込

者

様 

フリガナ  

社 名 

※法人の場合のみ 
印     

フリガナ  

ご芳名 

（又は代表者様） 
印   

お電話番号 （       ）       ― 

ご住所 
〒 

 

 

 

 

 

 

1. 恐れ入りますが、本申込書は、学校法人森学園ICT専門学校宛にＦＡＸ送信後、ご郵送 

ください。 

 

2. 銀行振込を選択された場合は、下記口座宛にお振込のほど、お願い申し上げます。 

    三井住友銀行 加古川支店（４３１） 普通 ５８３８８２８ 

        振込先名義 :学校法人 森学園   ガク)モリガクエン 

 

3.送付先とＦＡＸ番号 

送付先:    〒６７３-００１５ 明石市花園町１番地の１ 

                   学校法人森学園 ICT専門学校 事務局宛 

       ＦＡＸ番号 ０７８-９２６-１１４４ 

 

 

寄附金額 

億 千 百 拾 万 千 百 拾 壱 

         

 

                        

送金方法 □ 現金持参    □ 銀行振込 

金                            円 



税制上の優遇措置 

学校法人森学園・ICT専門学校は、寄付金募集について兵庫県から「特定公益増進法人の

証明書」の交付を受けております。ご寄付いただきました金額は、以下の基準により個人

または法人の所得から控除され、税制上の優遇措置を受けることができます。 

 

【個人様及び個人事業主様の場合】 

●所得税の控除 

当学園の寄付に対して税制上の優遇措置を受けることができます 

確定申告の際は、「所得控除制度」と「税額控除制度」の内、寄付者（納税者）が 

どちらか一方の制度を選択することができます 

[税額控除] 

 所得税の 25％相当額を限度とし、当該年中の寄付金の額から 2千円を差し引いた金額

の 40％相当額を所得税から控除できます 

※税額控除を適用すると控除額を税額から直接控除するため小口の寄付にも 

 減税効果が大きくなります 

 

 課税所得×税率＝税額 

 税額ー税額控除対象額（（寄付金合計額-2千円）×40％） 

 

[所得控除] 

 年間の総所得金額等の 40％相当額を限度とし、当該年中の寄付金の額から 2千円を差

し引いた金額を所得から控除できます 

 

 総所得-寄付金控除（寄付金合計額-2千円）×税率＝税額 

※所得控除制度は、所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所

得者の方に減税効果が大きい制度です。  



例① 課税所得 600万円の寄付者が 1万円を寄付した場合 

    [税額控除]所得税減額 3,200円 有利 

    [所得控除]所得税減額 1,600円 

例② 課税所得 600万円の寄付者が 100万円を寄付した場合 

    [税額控除]所得税減額 193,125円  

    [所得控除]所得税減額 199,600円 有利 

 

確定申告に必要な書類 

・「特定公益増進法人の証明書」の写し 

・学校法人 森学園が発行する受領証  

【法人様の場合】 

法人様からのご寄付は、寄付金額が当該事業年度の特定寄付金として損金に算入されま

す。 

特定公益増進法人に対する寄付金は次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。 

①特定公益増進法人に対する寄付金の合計額 

②特別損金算入限度（資本金等の額×0.375％ + 所得の金額×6.25％）×1/2 

 

※特定公益増進法人に対する寄付金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の

寄付金の額に含めます 

 

申告に必要な書類 

・「特定公益増進法人の証明書」の写し 

・学校法人 森学園が発行する受領証  

 

税制の詳細につきましては、所轄の税務署へお問合わせください。 



 


